
【資料１】

三次市立学校施設概要 (児童・生徒一人当たりの校舎及び運動場の面積) 作成日：平成22年2月19日

三次市教育委員会

＜小学校＞

 基準面積
(㎡)

 実 面 積
(㎡)

基準面積
(児童1人当たり,㎡)

実面積
(児童1人当たり,㎡)

 基準面積
(㎡)

 実 面 積
(㎡)

基準面積
(児童1人当たり,㎡)

実面積
(児童1人当たり,㎡)

河内小 40 人 500           1,665         12.5 41.6 2,400        4,410         60.0 110.3

三次小 305 人 1,825         4,207         6.0 13.8 3,050        4,758         10.0 15.6

粟屋小 46 人 530           1,706         11.5 37.1 2,400        5,532         52.2 120.3

十日市小 654 人 3,222         5,595         4.9 8.6 6,540        9,705         10.0 14.8

八次小 572 人 2,976         6,053         5.2 10.6 5,720        9,216         10.0 16.1

酒河小 134 人 970           1,902         7.2 14.2 2,400        6,867         17.9 51.2

青河小 25 人 500           1,358         20.0 54.3 2,400        5,077         96.0 203.1

神杉小 109 人 845           1,887         7.8 17.3 2,400        4,733         22.0 43.4

田幸小 68 人 640           2,075         9.4 30.5 2,400        5,046         35.3 74.2

和田小 84 人 720           2,029         8.6 24.2 2,400        5,798         28.6 69.0

川地小 79 人 695           1,873         8.8 23.7 2,400        4,163         30.4 52.7

志和地小 11 人 500           1,121         45.5 101.9 2,400        3,024         218.2 274.9

川西小 50 人 550           1,861         11.0 37.2 2,400        5,211         48.0 104.2

甲奴小 101 人 805           1,985         8.0 19.7 2,400        8,272         23.8 81.9

小童小 29 人 500           1,438         17.2 49.6 2,400        5,509         82.8 190.0

宇賀小 13 人 500           1,021         38.5 78.5 2,400        3,761         184.6 289.3

君田小 83 人 715           2,281         8.6 27.5 2,400        5,627         28.9 67.8

布野小 83 人 715           1,865         8.6 22.5 2,400        2,425         28.9 29.2

作木小 70 人 650           1,828         9.3 26.1 2,400        4,550         34.3 65.0

吉舎小 139 人 995           3,099         7.2 22.3 2,400        8,649         17.3 62.2

安田小 26 人 500           1,270         19.2 48.8 2,400        6,583         92.3 253.2

八幡小 28 人 500           1,353         17.9 48.3 2,400        7,134         85.7 254.8

八幡小徳市分校 14 人 500           624           35.7 44.6 2,400        1,745         171.4 124.6

三良坂小 150 人 1,050         2,325         7.0 15.5 2,400        5,977         16.0 39.8

灰塚小 13 人 500           1,323         38.5 101.8 2,400        7,800         184.6 600.0

仁賀小 15 人 500           1,066         33.3 71.1 2,400        4,840         160.0 322.7

三和小 143 人 1,015         2,686         7.1 18.8 2,400        19,335      16.8 135.2

総計(平均) 3,084 人 23,918      57,496      7.8 18.6 72,910      165,747    23.6 53.7

＜中学校＞

 基準面積
(㎡)

 実 面 積
(㎡)

基準面積
(児童1人当たり,㎡)

実面積
(児童1人当たり,㎡)

 基準面積
(㎡)

 実 面 積
(㎡)

基準面積
(児童1人当たり,㎡)

実面積
(児童1人当たり,㎡)

三次中 164 人 1,344         3,862         8.2 23.5 3,600        6,034         22.0 36.8

十日市中 364 人 2,544         4,655         7.0 12.8 4,840        5,088         13.3 14.0

塩町中 170 人 1,380         4,107         8.1 24.2 3,600        15,978      21.2 94.0

川地中 55 人 690           2,078         12.5 37.8 3,600        6,532         65.5 118.8

八次中 281 人 2,046         3,361         7.3 12.0 4,010        8,930         14.3 31.8

甲奴中 74 人 804           2,459         10.9 33.2 3,600        10,009      48.6 135.3

君田中 42 人 612           2,570         14.6 61.2 3,600        7,513         85.7 178.9

布野中 49 人 654           1,871         13.3 38.2 3,600        7,774         73.5 158.7

作木中 42 人 612           2,396         14.6 57.0 3,600        9,644         85.7 229.6

吉舎中 104 人 984           3,378         9.5 32.5 3,600        8,412         34.6 80.9

三良坂中 94 人 924           2,577         9.8 27.4 3,600        10,006      38.3 106.4

三和中 67 人 762           2,640         11.4 39.4 3,600        11,685      53.7 174.4

総計(平均) 1,506 人 13,356      35,954      8.9 23.9 44,850      107,605    29.8 71.5

運　動　場校　舎

運　動　場
学校名 生徒数

(H21.5.1現在)

校　舎

学校名 児童数
(H21.5.1現在)

【注釈】

小学校設置基準（平成14年3月29日文部科学省令第14号）抜粋
（校舎及び運動場の面積）
第８条　校舎及び運動場の面積は，法令に特別の定めがある場合を除き，別表に定める面積以上とする。ただし，地域の実態その他により特別の事情があり，かつ，教
育上支障がない場合は，この限りではない。
２　校舎及び運動場は，同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし，地域の実態その他により特別の事情があり，かつ，教育上及び安全上支障がな
い場合は，その他の適当な位置にこれを設けることができる。
中学校設置基準（平成14年3月29日文部科学省令第15号）抜粋
※ 条文は小学校設置基準と同文のため省略

別表の内容（小学校）
＜校舎の面積＞
児童数1人以上40人以下：500㎡
児童数41人以上480人以下：500㎡＋5㎡×（児童数－40人）
児童数481人以上：2,700㎡＋3㎡×（児童数－480人）
＜運動場の面積＞
児童数1人以上240人以下：2,400㎡
児童数241人以上720人以下：2,400㎡＋10㎡×（児童数－240人）
児童数721人以上：7,200㎡

別表の内容（中学校）
＜校舎の面積＞
生徒数1人以上40人以下：600㎡
生徒数41人以上480人以下：600㎡＋6㎡×（生徒数－40人）
生徒数481人以上：3,240㎡＋4㎡×（生徒数－480人）
＜運動場の面積＞
生徒数1人以上240人以下：3,600㎡
生徒数241人以上720人以下：3,600㎡＋10㎡×（児童数－240人）
生徒数721人以上：8,400㎡


